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令和７年　北秋田市教育委員会 

２月定例会　会議録 

 

　１．招集年月日　　　令和８年２月27日（金） 

 

　２．招 集 場 所　　　北秋田市役所第二庁舎　第三会議室 

 

　３．開会及び閉会　　　開会：午後１時28分　閉会：午後４時10分 

 

　４．出 席 委 員　　　教育長：佐藤 昭洋　　教育長職務代理者：佐藤 英樹 

委　員：佐藤 正俊　　委　員：蒔苗　 隆 

委　員：藤本 基子 

 

　５．欠 席 委 員　　　なし 

 

　６．出 席 職 員　　　教 育 次 長：金澤　 誠　　教育総務係長：櫻田 正明 

教育総務課長：池田 恒平　　学校給食係長：笹代 孝徳 

　　　　　　　　　　　　学校教育課長：茂内 公貴　　学校教育係長：金　 幸子 

　　　　　　　　　　　　生涯学習課長：山本 明美　　教育総務係(書記)：藤本 来夢 

 

　７．傍 聴 者　　　なし 

 

　８．報 告 事 項　  （１）教育長報告 

①　動静報告 

（２）各課所管事項 

・教育総務課 

①　２月行事報告及び３月行事予定 

②　あきたリフレッシュ学園 

③　学校給食 

・学校教育課 

①　２月行事報告及び３月行事予定 

②　学校の状況 

・生涯学習課 

①　２月行事報告及び３月行事予定 

（３）各課工事等発注状況 

　９．案　　　　件 

（１）承認第１号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第２号　北秋田市教育に関す

る事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

（２）承認第２号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第３号　令和７年度北秋田市

一般会計補正予算（第15号）の関係部分） 
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（３）承認第３号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第４号　令和８年度北秋田市

一般会計予算の関係部分） 

（４）承認第４号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第５号　上杉あいターミナル

の指定管理者の指定について） 

（５）承認第５号　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく意見聴取について（専決第

６号　北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定に係る意見について（回答）） 

（６）議案第１号　県費負担教職員の内申について 

（７）議案第２号　あきたリフレッシュ学園管理運営要綱の一部を改正する訓令の制定について 

（８）議案第３号　北秋田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則の制定について 

（９）報告第１号　専決処理の報告（専決第１号　公文書の開示） 

 

１０．そ の 他 

（１）市立学校の入学式について 

（２）次回の教育委員会定例会の開催日について 

（３）その他 

 

１１．会 議 録 

　　　　　　　　　　　（午後１時28分開会） 

 佐藤教育長 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

ただいまから教育委員会２月定例会を開会いたします。 

それでは署名委員の指名をさせていただきます。本日の署名委員は佐藤英樹委

員にお願いします。 

 

承知しました。 

 

　次に、次第２番「前回委員会の会議録の承認」です。事前に事務局から配付さ

れている「１月定例会」の会議録の内容について、訂正等がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

　ありません。 

 

訂正がないということであれば、会議録については承認とさせていただいても

よろしいですか。 

 

　はい。 

 

　皆さんの同意をいただきましたので承認とします。 

続いて、次第３番「諸報告」です。（１）私、教育長から動静について報告い

たします。 

１月31日、市民スキー大会が行われました。大雪の影響で下の駐車場の除雪
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 佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が間に合わず、上の国道沿いの駐車場に駐車するなど、雪寄せが追いつかない状

況で、開始が若干遅れました。しかし、その後は天気もよくなり、非常によい大

会になったと感じています。特に、一般のリレーに北鷹高校のＯＢ・ＯＧがチー

ムをつくって参加してくれたことは、本当にうれしいビッグなニュースでした。

あの頃のインターハイを沸かせた人たちが走る姿は、大変見ごたえのあるもので

した。 

２月２日、大雪の影響で鷹巣小学校に雪害があり、朝の段階で私も状況を見に

行きました。この日は大雪のため臨時休校とするとのことで、まさかと思いなが

ら現地に行ってみたところ、教室棟１階のストーブの煙突がすべて雪に埋まって

いる状況で、臨時休校にしなければならない条件がしっかり整っていました。職

員室の窓も落雪によって１枚割れていましたが、それ以上に暖房が確保できない

という状況でした。このほかにも、森吉中学校では、屋根から落ちてきた雪によ

って垂木が折れ、トイレの窓ガラスが飛散したり、美術室の窓ガラスが割れたり

するなど、森吉中学校でもかなりの被害がありました。落ち着いたと思ったとこ

ろで、今度は重くなった雪が落ちてきて、阿仁学園では、改修したばかりの体育

館へ向かう渡り廊下に重い雪が落下し、鉄の屋根が潰れて天井に突き刺さるよう

な状況も発生しました。また、綴子小学校でも落雪によって職員室向かいの廊下

の窓が割れるといった被害がありました。詳細については後ほど教育総務課長か

ら報告があると思いますが、本当に驚くような状況で２月がスタートしたところ

です。 

同じ日、事務共同実施推進協議会があり、学校集金業務の改善について検討を

お願いしました。来年度に向けて、公会計への移行ができないかということも含

め、どこまで対応できるか検討していただくようお願いしたところです。 

４日、教育支援委員会の３回目が行われ、令和８年度の特別支援教育について、

最終的な確認を行いました。 

同じ日、災害対策本部会議も開催されています。 

６日には、市校長会総会と、今年卒業される３名の校長先生への感謝の会が行

われました。 

12日から３月定例議会が始まりました。開会日には、市長の施政方針演説に

対する会派代表質問が行われ、日本共産党議員団の板垣議員からは、小中学校体

育館へのエアコン設置について質問がありました。これについては、市全体の計

画の中で検討していく旨の回答をしています。また、清明会の小笠原議員からは

電子図書館の導入について質問があり、県との協働運営による導入も含めて検討

していきたいと回答しています。 

15日には、葛黒の火まつりかまくらがありました。今年は清鷹小学校の児童

20数名が参加していました。昨年は地元の子どもたちの参加がゼロだったこと

もあり、地元の子どもたちが参加してくれたのは本当によかったなと思っていま

す。清鷹小学校のほか、鷹巣中学校の生徒や米内沢小学校の児童も竹あかりを持

って参加してくれ、大変よかったと思っています。 

16日、17日に議会の一般質問がありました。教育委員会関係では、17日の一
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 佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般質問で福田議員から、鷹巣中学校のスクールバスの条件緩和について質問があ

りました。現在、鷹巣中学校では６キロ以上の地域の子どもたちがスクールバス

で通学していますが、その条件を緩和できないか、保護者や送迎する方々の負担

が大きいという趣旨の内容でした。これに対しては、申し訳ないが現時点で要件

を緩和する考えはなく、現状のままでいきたいという回答をしています。また、

英語教育の充実についても質問があり、本市ではＡＬＴを活用して英語教育を進

めていること、さらに上小阿仁村とも連携しながら取り組んでいることを説明し

ました。福岡議員からは市史編さんについて質問があり、今回で９回目となる同

様の質問でした。市史編さんの重要性は十分理解しており、市民の高齢化が進む

中で必要性が高まっていることも承知していますが、この事業は多くの人員を雇

いながら長期間にわたって進めていく必要があり、容易に着手できるものではあ

りません。そのため、今後も市全体の状況を見ながら検討していきたいという、

これまでと同様の回答をしています。 

19日には、総務文教常任委員会で、主に令和８年度予算に関する審査が行わ

れました。 

24日、今年３回目となる給食試食会を合川小学校で行いました。これまで南

部給食センター、北部給食センターで実施してきましたが、今回はもりよし給食

センターの管轄ということで、合川小学校で開催したものです。参加者は11名

で、１名欠席となりましたが、来られた方々からは大変好評でした。参加者から

は、「夫にもぜひ食べさせたい」「また機会があれば参加したい」といった声や、

「とてもバランスのとれた献立なので、献立表を広報に入れて配布してほしい」

といった意見もあり、終始和やかな雰囲気の中で行われました。来年度も、各給

食センターで学校を変えながら実施していければと思っています。市民の皆さん

に実際に食べていただくことで理解を深めていただくとともに、食材を提供して

くださる方々の紹介にもつながればよいのではないかという話もしており、来年

度の事業としても盛り込んでいきたいと考えています。 

25日は、学校部活動及び新たな地域クラブ活動検討委員会の３回目を開催し

ました。（２月６日に）英樹委員に東京で参加いただく会議では、部活動の分科

会に参加し、全国の状況を把握してきていただく予定でしたが、大雪のためＪＲ

が止まり、参加できない状況となりました。資料を見る限りでは、本市の取組は

比較的進んでいるように感じたということでしたので、後ほど英樹委員からもお

話をいただければと思います。令和６年度に「バージョン１」を作成しましたが、

今回「バージョン２」としてブラッシュアップし、具体的な目標についても見直

しを行いました。当初は14年度までを目標として進めてきましたが、競技団体

との打合せを重ねる中で、もう少し早く進められそうだという見通しが立ち、目

標年度を11年度とし、３年前倒しで実施できるのではないかという見込みを盛

り込んだ内容となっています。現在、そのバージョン２の審議を進めているとこ

ろですので、４月の定例教育委員会で提案できればと考えています。また、５月

の総合教育会議の議題の一つとして取り上げ、市民の皆さんにも今後の方向性を

広報しながら、保護者や地域の方々へ周知していきたいと思っています。当然な
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 佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がら今後は予算も関わってきますので、年度当初からこの取組を進めていきたい

と考えているところです。 

昨日26日、３月定例議会が結審し、閉会となりました。その中で、今回は追

加提案として人事案件があり、藤本委員について、任期の更新をお願いしたいと

いうことで市長から提案があり、議会の同意をいただいたところです。私自身も

同意をいただきました。任期が長くなっておりますが、さまざまな課題がありま

すので、それらに取り組んでいければと思い、決意を新たにしているところでご

ざいます。 

　以上が私の報告でしたが、ただいまの報告について、質問や意見などはござい

ませんか。 

 

文部科学省の研修会に参加する予定で準備を進めていましたが、出発３日前か

ら電車が動いていないということで、結果として参加することができませんでし

た。参加に向けては、同じグループとなる他県の進行状況について資料もいただ

いておりましたので、事前に目を通しながら研修内容について理解を深めており

ました。その中で感じたのは、北秋田市の部活動の地域展開が、他県に先駆けて

かなり進んでいるということです。担当のコーディネーターの先生方が大変努力

されていることを、特に強く感じたところです。先ほど教育長からお話があった

ように、この件については総合教育会議でも議題として取り上げられるとのこと

ですので、その際には皆さんのご意見をいただきながら、北秋田市の取組がさら

に前に進むよう力添えをお願いしたいと思います。 

 

　ほかにございませんか。なければ次に移ります。 

（２）各課所管事項の報告について、はじめに教育総務課からお願いします。 

 

＜２月行事報告及び３月行事予定について報告＞ 

　　資料のとおり 

　＜教育総務課報告概要＞ 

２．あきたリフレッシュ学園 

　　　（１）利用状況　学園生　12名（中学生10名、小学生２名） 

　　　　　　　　　　　前月比　増減なし 

　　　　　　　　　　　体験入園０名 

　　　　　　　　　　　前月比　増減なし 

　　　（２）活動内容　資料のとおり 

　　　（３）北秋田みらい応援留学（Ⅲ期）　資料のとおり 

 

３．学校給食 

　　　（１）２月の地場産メニューの紹介　資料のとおり 

　　　（２）事故報告　資料のとおり 
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 佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

笹代学校給食係長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

茂内学校教育課長 

 

　ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

 

２月の給食だよりでは、卒業生を対象にしたリクエストメニューの結果が掲載

されており、定番のラーメンやカレーのほか、ヤンニョムチキンやロモサルター

ド丼もランクインしていました。早速新しいメニューが子どもたちの人気を得て

いて、栄養士の皆さんの工夫が伝わってきました。また、今月もミラノ・コルテ

ィナ冬季オリンピックにちなんだイタリア給食や、バレンタインデーにはチョコ

クレープが出るなど、季節のイベントも大切にしていただいており、いつもあり

がとうございます。１点お願いですが、ホームページに掲載されている給食セン

ターの献立表の中で、写真の上に「比内（中）」と表示されているものがありま

すので、可能であれば削除していただいたほうがよいのではないかと思います。

今月だけでなく以前から表示されているようでしたので、その点について確認を

お願いしたいと思います。 

また、雪への対応についてですが、今年は大雪となり、どの学校でも子どもた

ちの登下校の安全確保や校舎周辺の雪対策に大変ご苦労されていることと思い

ます。森吉中学校でも、前日に連絡があり、２月３日はスクールバスが急遽運休

となり、保護者による送迎対応となったと伺いました。その結果、２名が登校で

きず、出席停止扱いとなったとのことでした。また、３階から落ちてくる雪の影

響で窓ガラスが割れるなどの被害もあり、安全対策として２階以上で授業を行う

など、急遽対応を取られていると聞いております。今後もこうした対応が必要に

なる場面があるかと思いますので、引き続き子どもたちの安全確保にご配慮いた

だきますようお願いいたします。 

 

今回は連続して雪が降り続いたことで、気づいた時には大きな雪庇ができてし

まっていたという状況でした。本来であれば、もっとこまめに確認し、都度対応

していく必要があったと感じております。また、学校側には教室の変更など、迅

速に対応していただき大変ありがたく思っております。今後はできるだけそのよ

うな状況にならないよう、事前に対応できる体制を整え、来年度以降の降雪に備

えていきたいと考えております。 

 

先ほどご指摘いただいた、ホームページに掲載している献立表についてです

が、学校によっては月の途中で振替があるなど、学校ごとに異なるバージョンを

作成している場合があります。そうした内部資料の名称を付けた状態でホームペ

ージに掲載してしまっておりました。今後は十分注意してまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

学校教育課長からも、雪害の報告をお願いします。 

 

スクールバスについてですが、秋北バスの大型バスが、道路の幅が狭く安全に

通行できないということで運休となりました。秋北バスの運転手の方々も、毎日
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 茂内学校教育課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

茂内学校教育課長 

 

 

 

 

車で出て道路状況を確認しておりましたが、結果として鷹巣小学校については、

その週は運休となり、ご不便をおかけいたしました。 

 

森吉地区のほうは比較的早く復旧しましたが、坊沢集落内の道路では車両同士

のすれ違いができない状況が続きました。そのため、バスの運行が約１週間運休

し、保護者の皆様にはご迷惑をおかけしました。 

 

雪害についてです。池田課長や藤本委員の話を聞き、改めて被害の大きさを感

じました。リフレッシュ学園でも間もなく卒園式があるため、コンパネを外した

り、外が見えて少しでも明るくなるよう調整したりと対応していましたが、除雪

作業が終わったのはようやく火曜日でした。実は学園でも、作業場の軒が折れて

しまう被害がありました。前日に皆で雪寄せをして危険な箇所の対応をしたので

すが、その時は異常がなく、翌日になって軒が折れていることが分かりました。

気温の上昇や雨の影響もあったのではないかと思います。大きな軒でしたので修

繕には費用もかかると思われ、もう少し早く気づいて対応できればよかったと反

省しているところです。ただ、今回の雪の量では私たちの手作業だけでは到底対

応しきれず、無理をすると事故につながりかねない状況でした。毎日、駐車場の

除雪や子どもたちが学習する部屋に光を入れるための除雪だけで１日が終わっ

てしまうような状況でしたので、ほかの学校でも同様の被害が出ているのは無理

もないことだと感じました。 

また、現在も道路の両側に雪の壁があり見通しが悪く、交差点などでは大変危

険な状況です。子どもたちの通学路の安全確保について、各学校にも改めて周知

していただき、事故のないよう対応をお願いしたいと思います。 

 

　ほかにございませんか。 

なければ、次に学校教育課からお願いします。学校教育課の報告の中で、職員

及び児童・生徒に関する内容については、プライバシーに配慮し、内容を非公開

としてもよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

同意をいただきましたので、職員及び児童・生徒に関する内容については、非

公開とします。事務局は非公開資料を配付してください。 

では、学校教育課長から所管報告をお願いします。 

 

＜２月行事報告及び３月行事予定について報告＞ 

　　資料のとおり 

 

　＜学校教育課報告概要＞ 

　　１．児童・生徒数　２月１日現在　1,373名(小学生855名、中学生518名) 
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 茂内学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂内学校教育課長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　前月比　小学生１名減・中学生１名増 

　　２．職員の異動等　　資料のとおり 

３．不審者等の情報　なし 

４．クマやサルの目撃情報への対応　２件（阿仁地区） 

 

　＜非公開資料説明＞ 

 

ただいまの報告について、質問や意見などございませんか。 

 

クマ対策に関連して、今月17日に北秋田ＰＴＡ連合会の役員会があり、私も

役員として出席しました。その役員会の中で出た話を少し紹介したいと思いま

す。今後の活動についての議題の中で、役員会でもクマ対策の話題が出ました。

昨年同様、クマ出没時など急な送迎が必要になった場合には、保護者同士で協力

し合うことを来年度も呼びかけていきたいという話がありました。また、役員の

中で猟銃の資格を持っている方からは、気温が上がれば住宅地や学校の近くにも

出てくる可能性があり、その対策として、爆竹や忌避剤などの使用も大切ではな

いかという意見が出ました。学校周辺では枝を払うなどの対策も必要ですが、子

どもたちには花や紅葉、緑など自然の環境も見せていきたいという思いもありま

すので、単に木を切るだけでなく、忌避剤などを使って少しでもクマが近寄らな

いような対策を考えていきたいという話でした。ただ、北秋田ＰＴＡ連合会の（ク

マ対策）活動費は、市内の児童生徒１人当たり20円程度で、年間でも２万円ほ

どしか予算がありません。そのため、各学校に爆竹や忌避剤などを用意したい気

持ちはあっても、ＰＴＡだけでは難しく、市の支援に頼らざるを得ないという状

況です。ぜひ、爆竹や忌避剤などについて、どの学校にもまんべんなく行き渡る

ような対策を、市のほうでもご検討いただければという話がありましたので、こ

の場を借りてお話しさせていただきました。 

 

市Ｐ連の皆様には、令和７年度も保護者への協力の呼びかけを行っていただ

き、感謝申し上げます。スクールバスの運行につきましても、７年度並みの対応

ができるかと思っておりますので、引き続きご協力をお願いいたします。また、

忌避剤や爆竹の配置につきましては、各学校と相談のうえ、予算の確保が可能か

どうかを含めて検討してまいります。 

 

１月にもクマが出没している状況を考えると、今後雪解けが進めば、子グマも

含めて出没が増えてくるのではないかと心配されます。最近は忌避剤も様々なも

のが販売されているようですので、少し研究して、必要であれば予算措置を講じ

て購入するなどの対応について検討してください。 

 

一昨日のクマの件ですが、壊れている神社で冬眠していたのではないかという

話がありました。すぐ近くに神社があり、子どもたちの通学路でもあるため危険
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 佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

山本生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

だと感じました。最近のクマは穴を掘るだけでなく、空き家や使用していない小

屋などで冬眠することもあるようです。根子地区にも近くに神社があり、乾燥し

ていて入りやすく、冬を過ごしやすい場所になっている可能性があると思いまし

た。そのため、神社や空き家などにも注意を払いながら、子どもたちにも注意喚

起していく必要があるのではないかと思い、お知らせしました。 

 

　ほかになければ、次に生涯学習課からお願いします。 

 

＜２月行事報告及び３月行事予定について報告＞ 

資料のとおり 

 

ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

 

２点あります。１点目は、本の交換会についてです。息子と２月７日、８日の

２日間伺いました。図書館のリサイクル本よりも新しく、ジャンルも幅広く、わ

くわく感がありました。１日経つと50冊以上増えており、配置も変わっていて、

本が動いている様子から利用されていることが分かりました。期日前投票や北秋

田市美術展覧会も開催されていたことから、飛び込みで訪れた方も多かったので

はないかと思います。要望としては、本の交換会であることが一目で分かる表示

が少なかったように感じました。ポスターはありましたが、「本の交換会会場」

と分かるような、もう少し大きな表示があるとよかったと思います。 

２点目は、北秋田市美術展覧会についてです。生涯学習課主催ではありません

が、今回、５部門の先生方による作品への直筆コメントが掲示されていました。

これまで自分なりに鑑賞していましたが、先生方のコメントがあることで作品の

見方が深まりました。また、作品を出品された方にとっても励みになったのでは

ないかと思います。多くの方が訪れており、北秋田市の生涯学習にもつながる展

覧会だったと感じました。 

 

本の交換会については、ご指摘の通り初めての方には分かりにくい面もあった

と感じました。次回開催時には表示を工夫するなど改善し、より多くの方に利用

していただけるようにしたいと思います。 

また、美術展覧会については、私も拝見しましたが、藤本委員がおっしゃると

おり、作品へのコメントがあることで理解が深まると感じました。後ほど芸文協

の方にもお知らせしたいと思います。 

 

３月中旬に第４回森吉コミュニティセンター改築検討委員会が開催されるよ

うですが、先月の広報で、改築に関する意見聴取を行ったかと思います。現在ど

のような反響があるのか、また、寄せられた意見をいつ頃取りまとめる予定なの

か、分かっている範囲で教えていただければと思います。 
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 山本生涯学習課長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

山本生涯学習課長 

 

 

 

意見の受付は明日までとなっております。現在のところ、匿名のものを含めて

４件の意見が寄せられています。これらの意見については、取りまとめのうえ市

長へ報告し、その後、改築検討委員会にも報告したうえで、公表や紹介の方法に

ついて検討したいと考えております。 

 

ほかにございませんか。なければ、次に移ります。 

（３）各課工事等発注状況について、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

＜各課工事等発注状況＞　令和８年１月１日～令和８年１月31日 

資料のとおり 

 

ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、次に次第４番「案件」に移ります。 

　（１）承認第１号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第２号　北

秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例

の制定について）、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

　＜承認第１号説明＞ 

 

資料34ページの議案第１号資料に、具体的に何が変更になるのか示されてい

ますが、これまで生涯学習課文化財係が所管していた文化財関係の業務が、観光

文化スポーツ部へ移管されることになります。つまり、教育委員会の中から文化

関係の業務がなくなるという内容の条例改正になります。これまで文化は教育委

員会が担うものとして長く続いてきた経緯があり、正直なところ違和感や寂しさ

も感じています。一方で、例えば鷹巣中学校体育館建設の際に埋蔵文化財の確認

が必要になった場合、教育委員会では対応できず、観光文化スポーツ部に依頼す

るなど、組織が分かれていることで連携が取りにくい面もありました。今回、一

体的な体制になることで、文化を観光資源として発信していく取組も進めやすく

なるのではないかと感じています。今後、番楽のユネスコ登録に向けた働きかけ

も新しい課で強めていくと思いますので、教育委員会としても、これまでやって

きたことをしっかり引き継いでいければと考えています。 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

 

31ページの罰則というのは、市長部局になることで、なにか別のものに変わ

るのでしょうか。 

 

市長部局へ移管するにあたり、罰則規定については現実的でない面もあること

から見直しを行いました。これまで罰則規定は設けられていましたが、実際に適

用したことはありませんでした。また、県内市町村でも罰則規定を設けている例

は少なくなっています。そのため、秋田地方検察庁へ相談・協議を行い、この条
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 山本生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

茂内学校教育課長 

山本生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

茂内学校教育課長 

山本生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

例に罰則規定を設けなくても問題ないことを確認しました。こうした経緯を踏ま

え、今回の条例改正にあわせて罰則規定を削除することとしたものです。 

 

　他にございませんか。 

　なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

　「承認」とします。 

　続いて、（２）承認第２号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決

第３号　令和７年度北秋田市一般会計補正予算（第15号）の関係部分）、説明に

ついては、款項目順に行い、最後に質問や意見を行います。始めに教育総務課長。 

 

　＜承認第２号説明＞ 

　教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長の順に説明 

 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　「承認」とします。 

　続いて、（３）承認第３号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決

第４号　令和８年度北秋田市一般会計予算の関係部分）、説明については、款項

目順に行い、最後に質問や意見を行います。始めに教育総務課長。 

 

　＜承認第３号説明＞ 

　教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長の順に説明 

 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

 

大変分かりやすい資料をいただき、改めて勉強になりました。旧合川北小学校

については、ようやく解体に向けて進むと聞き、よかったと思っています。私自

身も運動会や学習発表会などで何度も訪れた学校ですし、地域にとっては大切な

学校なので、いよいよなくなるのだと思うと少し寂しさもありますが、建物も古

くなっており危険なため、今回解体が決定してよかったのではないかと思いま

す。 

10款２項１目の土地借用料については、前田小学校のグラウンドの借用料だ
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 佐藤正俊委員 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

蒔苗委員 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

と思いますが、これはまだ継続しているものなのでしょうか。私の認識違いかも

しれませんが、確認させてください。 

 

土地借用料については、現在も引き続き借用している状況です。今後について

は、その土地を購入するか、契約書の内容に基づき農地として返還するかという

選択肢があり、地権者の方と協議を続けているところです。方向性が決まり次第、

必要な予算を計上することになりますが、現時点では借用を継続するための予算

のみを計上しています。 

 

（協議によっては）畑に戻すということですか。 

 

現状、契約書上では、田んぼとして借りた土地を学校のグラウンドとして使用

していたため、原則として原状回復し、田んぼに戻して返還することがうたわれ

ています。ただし、双方協議の場合はその限りではないという文言もあり、買い

取りや現状のままでの返還など、さまざまな方法について協議することが可能で

す。現在は、その方向性について地権者の方と協議を続けている段階です。 

 

もう一人の方は、買い取るというような話は出ているのでしょうか。 

 

地権者はお二人おり、そのうち一人の方は、もう一人の方と同じ対応でよいと

いうご意見です。もう一人の方からは、気持ちとしては買ってほしいという声を

聞いたこともありますが、最終的には条件面などを含めての協議になると考えて

います。 

 

長い目で見れば、早めに買い取ってしまったほうがよいのではないかとも思い

ます。素人なので分からない部分もありますが、坪単価から考えてもそれほど高

い土地ではないのではないかと思うのですが。 

 

仮に購入する場合でも、予算を要求する際には、その土地をどのような目的で

使用するのかという理由が必要になります。単に購入するというだけでは難しい

ため、購入した場合にどのように活用するのかも含めて協議を進めているところ

です。 

 

蛍光灯のＬＥＤ化について、現在どの程度ＬＥＤ化が進んでいるのでしょう

か。また、今回の予算でその状況を調査するということでしょうか。 

 

市内の小中学校で全面的にＬＥＤ化されているのは、大規模改修を行った阿仁

学園のみです。それ以外の学校では、体育館など一部の照明をＬＥＤ化している

例はありますが、教室や職員室など多くの部分ではまだ対応できていない状況で

す。そのため、今回の調査委託で必要な数量などを把握し、令和９年度以降、順
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 池田教育総務課長 

 

蒔苗委員 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

山本生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

次ＬＥＤ化を進めていく計画です。 

 

私の認識では、体育館はすべてＬＥＤ化されているものと思っていましたが、

そうではないのですか。 

 

はい、すべてではありません。 

 

他にございませんか。 

　なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　「承認」とします。 

　続いて、（４）承認第４号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決

第５号　上杉あいターミナルの指定管理者の指定について）、説明をお願いしま

す。生涯学習課長。 

 

　＜承認第４号説明＞ 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　「承認」とします。 

　続いて、（５）承認第５号　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

く意見聴取について（専決第６号　北秋田市教育に関する事務の職務権限の特例

に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見について（回答））、こちら

は、承認第１号で承認された専決による議会提案を受けて、議会より意見聴取さ

れたものとなります。同案件に対する議会からの意見聴取となりますが、なにか

質問や意見などはございませんか。 

　なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　「承認」とします。 

続いて、（６）議案第１号　県費負担教職員の内申については、人事に関する

案件でございますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７

項の規定に基づき、非公開としたいと思いますがよろしいでしょうか。非公開で

審議することについて賛成の方は挙手願います。 
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委員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

＜挙手＞ 

 

　皆さんの同意を得られましたので、議案第１号は非公開といたします。審議は、

次第５番「その他」の後としてよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

　それでは議案第１号は、次第５番「その他」の後に審議いたします。 

　次に、（７）議案第２号　あきたリフレッシュ学園管理運営要綱の一部を改正

する訓令の制定について、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

　＜議案第２号説明＞ 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、原案のとおり決定してもよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　皆さんの同意を得られましたので、原案のとおり「議決」とします。 

　次に、（８）議案第３号　北秋田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る等の規則の制定について、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

　＜議案第３号説明＞ 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、原案のとおり決定してもよろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

　皆さんの同意を得られましたので、原案のとおり「議決」とします。 

　次に、（９）報告第１号　専決処理の報告（専決第１号　公文書の開示につい

て）、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

　＜報告第１号説明＞ 

 

　ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

　なければ、この案件は報告ですので、以上とさせていただきます。 

続いて 次第５番「その他」に移ります。 

　（１）市立学校の入学式について、教育総務課長からお願いします。 
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池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

事務局 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒔苗委員 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

　＜教育総務課長より説明＞ 

 

次に、（２）次回の教育委員会定例会について、事務局からお願いします。 

 

次回の定例教育委員会は、令和８年３月26日（木）午後１時30分から北秋田

市役所第二庁舎１階第三会議室を予定しております。 

 

　（３）その他、何かございますか。 

 

北秋田ＰＴＡ連合会についてお話しします。今年度から合川中学校ではＰＴＡ

の組織から抜け、「親の会」という組織に変更しました。北秋田ＰＴＡ連合会の

会長は各校のＰＴＡ会長が輪番制で務めますが、就任すると外部団体から会議や

研修の案内が多く届き、対応が大きな負担になっています。合川中学校でも、こ

うした負担が（脱退した）一因になったと聞いています。今年度、清鷹小学校の

ＰＴＡ会長が北秋田ＰＴＡ連合会の会長になりましたが、就任直後から多くの案

内が届いたと伺っています。学校数も減り、会長が回ってくる周期も短くなって

いることから、今後も同じように負担を感じる方が出てくるのではないかと心配

しています。もし皆さんが関わっている団体の中で北秋田ＰＴＡ連合会会長の出

席を求めている会議や研修がある場合、例えば副会長や理事など、役員の中から

どなたかにお願いする方法や、本当に出席が必要なものなのかも含めて、負担軽

減の見直しをしていただければと思い、お話ししました。 

 

藤本委員のお話のように、会長になった途端に多くの役職が回ってきて負担に

なっているのであれば、その点は真摯に受け止め、会長ではなく別の方にお願い

するなどの対応も検討したいと思います。教育委員会関係でＰＴＡ連合会会長に

委員をお願いしているのは、給食運営委員会と、生涯学習課の青少年問題協議会

などがありますが、窓口を学校教育課にして、ＰＴＡ連合会と連携しながら、一

人に過度な負担がかからない形を検討していきたいと思います。必要であれば要

綱の見直しも含め、参加しやすい環境を整えることが大切だと思います。情報提

供ありがとうございました。 

 

今日たまたま保険の話題が出ましたが、私のところにも学校医向けの保険の勧

誘が来ることがあります。学校医として何かトラブルがあった場合の交渉や訴訟

対応に関する保険のようです。例えば個人が訴えられた場合や損害賠償などで弁

護士対応が必要になるケースなど、万一トラブルが起きた場合、教育委員会とし

てどのように対応してもらえるのでしょうか。 

 

市や教育委員会を相手とする訴訟であれば、市が依頼している顧問弁護士を通

じて対応することになると思います。ただし、どの部分が補償の対象になるのか
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 池田教育総務課長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

については状況によると思います。基本的には、市や教育委員会の業務として行

っているものについて個人負担が発生するケースは少ないのではないかと思い

ますが、詳細については次回までに確認いたします。 

 

そのほか、何かございますか。 

なければ、議案第１号を非公開で審議いたしますので、関係者以外の職員は退

席してください。 

 

＜関係職員以外退席、議案第１号審議、議決＞ 

 

 

 （午後４時10分閉会）


